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第15期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示情報

＜事業報告＞
●財産及び損益の状況
●会社の新株予約権等に関する事項
●社外役員に関する事項
●会計監査人の状況
●業務の適正を確保するための体制及び運用状況
＜連結計算書類＞
●連結財政状態計算書
●連結損益計算書
●連結持分変動計算書
●連結注記表
＜計算書類＞
●株主資本等変動計算書
●個別注記表
＜監査報告書＞
●連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

（2020年10月1日から2021年9月30日まで）

上記の事項は、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット
上の当社ウェブサイト（https://www.sharing-tech.co.jp/）に掲載する
ことにより、株主の皆様に提供したものとみなされる情報です。

シェアリングテクノロジー株式会社

　



財産及び損益の状況

（1）企業集団の財産及び損益の状況

区 分

国際会計基準(IFRS)

第12期
2018年9月期

第13期
2019年9月期

第14期
2020年9月期

第15期
(当連結会計年度)
2021年9月期

売 上 収 益 (千円) 4,727,669 3,891,995 3,987,105 3,531,670

親 会 社 の 所 有 者 に
帰属する当期利益(△は損失) (千円) 697,349 △559,377 △1,181,673 △1,119,229

基本的1株当たり当期利益(△は損失) 38円85銭 △30円77銭 △61円76銭 △51円83銭

資 産 合 計 (千円) 10,204,579 8,910,827 5,776,138 3,080,425

資 本 合 計 (千円) 2,033,922 1,449,790 1,110,120 190,917

（注）1．第12期において行った企業結合について、暫定的な会計処理を行っておりましたが、第13期第1四半期連
結会計期間及び第3四半期連結会計期間に確定したため、第12期については暫定的な会計処理の確定後の金
額を記載しております。

2．当社グループは、2018年8月6日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
第12期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して基本的1株当たり当期利益(△は損失)を算定しておりま
す。

3．基本的1株当たり当期利益(△は損失)は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
4．当社は、2020年3月10日に株式会社名泗コンサルタント(以下、名泗コンサルタント)の全株式を同社の代
表取締役に売却しております。また、当社が運営しております民泊型ホテル事業(以下、ホテル事業)におい
て、2020年2月28日に廃止の手続きを開始しております。これにより、第14期第2四半期連結会計期間よ
り、名泗コンサルタントの事業及びホテル事業を非継続事業に分類しております。2020年6月9日に電子プ
リント工業株式会社(以下、電子プリント)の全株式を同社の代表取締役及び従業員に売却しております。ま
た、塩谷硝子株式会社(以下、塩谷硝子)において、2020年5月19日に廃止の手続きを開始しております。
これにより、第14期第3四半期連結会計期間より、電子プリントの事業及び塩谷硝子の事業を非継続事業に
分類しております。また、2020年8月31日に株式会社リアブロード(以下、リアブロード)の全株式を同社
の代表取締役に売却しております。これにより、第14期第4四半期連結会計期間より、リアブロードの事業
を非継続事業に分類しております。これに伴い、第13期の売上収益は非継続事業を除いた継続事業の金額
を表示しております。

（2）当社の財産及び損益の状況

区 分
日本基準

第12期
2018年9月期

第13期
2019年9月期

第14期
2020年9月期

第15期(当期)
2021年9月期

売 上 高 (千円) 2,973,361 4,167,028 4,083,452 3,531,670

経 常 利 益 ( △ は 損 失 ) (千円) △346,902 △358,154 197,297 △283,324

当 期 純 利 益 ( △ は 損 失 ) (千円) △259,284 △511,112 △708,313 △927,574

1株当たり当期純利益(△は損失) △14円44銭 △28円12銭 △37円2銭 △42円95銭

総 資 産 (千円) 6,976,213 6,414,339 4,931,472 2,777,419

純 資 産 (千円) 1,075,600 566,220 906,167 185,001

（注）1．1株当たり当期純利益(△は損失)は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。
2．当社は2018年8月6日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第12期の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益(△は損失)を算定しております。
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会社の新株予約権等に関する事項

（1）当事業年度末日において当社役員が保有している新株予約権等の状況
項目 第4回新株予約権 第12回新株予約権

発 行 年 月 日 2016年9月30日 2020年6月5日

区 分 取締役（監査等委員を除く）

保 有 者 数 1名 1名

新 株 予 約 権 の 数 183個 8,730個

新株予約権の目的となる株式の数 54,900株 873,000株

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 普通株式 普通株式

新株予約権1個当たりの発行価額 無償 234円

権利行使時1個当たりの行使価額 204円 256円

権 利 行 使 期 間 2018年10月1日から
2026年9月27日まで

2021年11月1日から
2024年6月4日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる

（注）当社は、2017年4月12日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。また、2018年8
月6日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株
式の数」、「権利行使時1個当たりの行使価額」が調整されております。

　
（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対し交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

（3）その他新株予約権等に関する重要な事項
項目 第11回新株予約権

発 行 年 月 日 2020年6月5日

割 当 先 佐野 比呂之（税理士）

新 株 予 約 権 の 数 15,270個

新株予約権の目的となる株式の数 1,527,000株

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 普通株式

新株予約権1個当たりの発行価額 234円

権利行使時1個当たりの行使価額 256円

権 利 行 使 期 間 2021年11月1日から
2024年6月4日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる

（注）本新株予約権は、当社の取締役及び従業員のモチベーションの維持・向上を図るとともに中長期的な企業価値向
上へのインセンティブを付与することを目的として、当社代表取締役CEOである森吉寛裕を委託者とし、佐野
比呂之を受託者とする新株予約権信託設定契約を締結し、新株予約権信託を活用したインセンティブプランを構
成するものであります。
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社外役員に関する事項

イ 重要な兼職先である法人等と当社との関係
・取締役（監査等委員）淺井啓雄氏は、淺井啓雄公認会計士・税理士事務所代表、株式会社カルテッ
トコミュニケーションズ社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありませ
ん。
・取締役（監査等委員）善利友一氏は、善利法律事務所代表、株式会社オールハーツ・カンパニー及
び株式会社M&A DX社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
・取締役（監査等委員）守山慧氏は、株式会社REPLUS代表取締役であります。当社と兼職先との間
には特別の関係はありません。

ロ 当事業年度における主な活動
区分 氏名 主な活動状況

社外取締役
（監査等委員） 淺井 啓雄

当事業年度に開催した取締役会14回すべてに出席し、また監査等委員会17回
すべてに出席し、IT業界での経験や公認会計士としての高度な人格と会計税務
に関する専門的な知識から、取締役会において意思決定にかかわる意見やアド
バイスを述べております。
また、監査等委員会において監査結果及び監査に関する重要事項について意見
を述べております。

社外取締役
（監査等委員） 善利 友一

当事業年度に開催した取締役会14回すべてに出席し、また監査等委員会17回
すべてに出席し、弁護士としての豊富な経験や専門的見地から当社のコンプ
ライアンス体制の構築の観点から有益な意見やアドバイスを述べ、取締役会
において意思決定にかかわる意見やアドバイスを述べております。
また、監査等委員会において監査結果及び監査に関する重要事項について意
見を述べております。

社外取締役
（監査等委員） 守山 慧

当事業年度の在任期間中に開催した取締役会9回すべてに出席し、また監査等
委員会12回すべてに出席し、IT業界での経験や経営経験等幅広い知見と経験
から、取締役会において意思決定にかかわる意見やアドバイスを述べておりま
す。
また、監査等委員会において監査結果及び監査に関する重要事項について意見
を述べております。
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会計監査人の状況

（1）会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人
(注)2020年12月22日開催の第14回定時株主総会において有限責任 あずさ監査法人が選任され
たことに伴い、当社の会計監査人であったEY新日本有限責任監査法人は退任いたしました。

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
(単位：千円)

支払額

監査証明業務に基づく報酬 35,950

当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 35,950

　
　

（注）1．当社と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人に対する報酬等の額と金融商品取引法上の
監査に対する報酬等の額を明確に区分しておりませんので、上記金額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

2．当社監査等委員会は、会計監査人の報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料
を入手し、報告を受けた上で、会計監査人の従前の活動実績及び報酬実績を確認し、当事業年度における会
計監査人の活動計画及び報酬見積りの算出根拠の適正性等について必要な検証を行い、審議した結果、これ
らについて適正であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行
っております。

3．上記以外に前事業年度の監査に係る追加報酬36,000千円を前任会計監査人であるEY新日本有限責任監査法
人へ支払っております。

（3）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
会計監査人が、会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応
じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査等
委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評
価し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認めら
れる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。
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業務の適正を確保するための体制及び運用状況

当社における内部統制システムに係る体制の主な内容は、次のとおりであります。
ａ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・管理部長をコンプライアンス管理責任者として選任しており、継続的な研修等により、全職員が法
令及び定款を遵守するよう努めております。
・内部通報制度を制定し、従業員からの法令違反行為等に関する直接的な相談・通報の窓口として管
理部を設けることで、不祥事の未然防止を図っております。
・コンプライアンス管理責任者及び内部監査担当者が、遵法の指導、モニタリングを行い、コンプラ
イアンスの強化を図っております。
・当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、更に
反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否し、これらと関係のある企業、団体、個人とはいかな
る取引も行わないとする方針を堅持いたします。また、必要に応じて警察、顧問弁護士等の外部の
専門機関とも連携を取り、体制の強化を図ります。

ｂ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・法令及び文書管理規程等のその他の社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報(株主総会
議事録、取締役会議事録、稟議書、契約書等)を保存・管理し、取締役、監査等委員及び内部監査
担当者が随時閲覧できる体制をとっております。

ｃ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・業務遂行に係るリスクに関して、予見されるリスクの分析と識別を行った上で、リスクを網羅的・
包括的に管理しております。

・経営会議において重要事項を慎重に審議することで、事業リスクの排除、軽減を図っております。
・内部監査担当者の内部監査により、リスクの早期発見、早期解決を図っております。
・経営に重大な影響を与えるようなリスクが顕在化し重大な影響を及ぼす危険性が高まったと判断さ
れる場合、各部門長はすみやかに代表取締役及び監査等委員にその内容を報告し、対策を講じるこ
ととしております。

ｄ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務の効率性を確保するため、組織規程、職務分掌規程及び職務権限規程において、それ
ぞれの責任と権限の所在を明確に定めております。
・毎月1回定例取締役会を開催することに加え、必要に応じて、適宜、臨時取締役会を開催しており
ます。
・重要議案については、週1回開催される経営会議において事前に十分に審議した上で、取締役会へ
と上程することで、取締役の迅速かつ適正な意思決定を促進しております。
・年度予算を策定し、それらに沿った施策等の進捗状況を定期的に検証し、その結果を各部門長に適
時にフィードバックしております。

ｅ．業務の適正を確保するための体制
・内部監査担当者は、内部監査を実施し、その結果を代表取締役に報告しております。

ｆ．監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締
役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査等委員の指示の実効性の確保に関す
る事項

・当社は、現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて監
査等委員と協議の上、同使用人を配置することができるものとしております。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人の選任については、監査等委員会からの指名または助言を
受けて決定します。
・監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員会補助業務に関しては監査等委員の指揮命令
にのみ服するものとし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとしております。
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動及び考課については、監査等委員会の同意を得
ることとしております。
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ｇ．取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関す
る体制

・当社の取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査等委員会にすみやかに
報告することとなっております。
・当社の取締役及び使用人が、監査等委員会に前項の報告を行ったことを理由として、不利益な取扱
いを受けないよう徹底しております。

ｈ．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役は、適宜、監査等委員会と意見交換を行っております。
・監査等委員会は、必要に応じて、社外の弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取すること
ができます。

ｉ．監査等委員会の職務の執行について生じる費用または債務の処理にかかる方針
・監査等委員会から前払いまたは弁済等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査等委員
会の職務の執行に必要ではないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従いこれに応じ
ております。

当事業年度における、当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであ
ります。
（1）内部統制システム全般

当社では、管理部による業務監査及び内部統制監査を通して、内部統制システム全般の整備、
運用状況の評価及び改善を実施しております。
当事業年度につきましては、開示すべき重要な不備及び欠陥は発見されておりません。

（2）コンプライアンス
当社は、法令遵守と倫理に基づいた企業行動を行うため、コンプライアンス規程を策定し、当
社の役職員が各々の業務遂行に当たり、各種法令、倫理、社会通念、社内規程、行動基準等に反
することのないよう当社全体への継続的教育機会を設け、周知徹底を図っております。

（3）リスク管理
当社では、代表取締役及び各部門責任者にて構成される経営会議を原則週1回定期的に開催し
ており、リスクに関する情報共有及び情報交換を図ることでリスクの早期発見と未然防止に努め
ております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家の助言を受けられ
る体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

（4）取締役の職務執行
取締役会は、取締役6名(うち監査等委員である取締役3名)で構成されており、原則として毎月
1回定期的に開催し、経営の最高意思決定機関として、重要な経営事項の審議及び意思決定を行
っております。また、迅速な意思決定が必要な事項が生じた場合には、適宜、臨時取締役会を開
催しております。

（5）監査等委員の職務執行
監査等委員会は、監査等委員3名で構成されており、うち2名が社外取締役であります。監査等
委員会は、原則として毎月1回の定期的な開催に加え、重要な事項が発生した場合には、必要に
応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委
員会規程に基づき取締役会の意思決定の適法性について意見交換を行うほか、各監査等委員から
取締役等の業務執行状況について報告を行い、監査等委員会としての意見を協議・決定しており
ます。また、監査等委員は定時取締役会並びに臨時取締役会といった重要な会議に常時出席して
おり、取締役の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施してお
ります。併せて、会計監査人及び内部監査担当者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換
を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
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連結財政状態計算書
　

(2021年9月30日現在)
(単位：千円)

　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 2,271,506 流 動 負 債 2,073,601
現 金 及 び 現 金 同 等 物 1,742,387 営業債務及びその他の債務 342,304
営業債権及びその他の債権 369,077 借 入 金 及 び 社 債 1,308,710
棚 卸 資 産 3,526 リ ー ス 負 債 210,246
そ の 他 の 金 融 資 産 97,300 未 払 法 人 所 得 税 等 39,317
そ の 他 の 流 動 資 産 59,214 引 当 金 11,500
非 流 動 資 産 808,919 そ の 他 の 流 動 負 債 161,522
有 形 固 定 資 産 40,981 非 流 動 負 債 815,907
使 用 権 資 産 291,795 借 入 金 及 び 社 債 672,409
無 形 資 産 236,359 リ ー ス 負 債 84,997
そ の 他 の 金 融 資 産 226,065 引 当 金 58,500
繰 延 税 金 資 産 6,009
そ の 他 の 非 流 動 資 産 7,707

負 債 合 計 2,889,508
資 本 の 部

親会社の所有者に帰属する持分 190,917
資 本 金 1,308,067
資 本 剰 余 金 1,297,142
自 己 株 式 △290,364
利 益 剰 余 金 △1,913,926
その他の資本の構成要素 △210,001
資 本 合 計 190,917

資 産 合 計 3,080,425 負 債 ・ 資 本 合 計 3,080,425
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連 結 損 益 計 算 書
　

（2020
2021

年
年
10
9
月
月
1
30
日から
日まで）

（単位：千円）
　

科 目 金 額

　 売 上 収 益 3,531,670

　 売 上 原 価 85,782

　 売 上 総 利 益 3,445,888

　 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,712,121

　 そ の 他 の 収 益 199,477

　 そ の 他 の 費 用 1,064,039

　 営 業 損 失 1,130,795

　 金 融 収 益 17

　 金 融 費 用 20,892

　 税 引 前 損 失 1,151,669

　 法 人 所 得 税 費 用 △32,440

　 当 期 損 失 1,119,229

当 期 損 失 の 帰 属

親 会 社 の 所 有 者 1,119,229
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連結持分変動計算書
　

（2020
2021

年
年
10
9
月
月
1
30
日から
日まで）

　

(単位：千円)

区分
親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金 その他の資本
の構成要素

当 期 首 残 高 1,195,679 1,208,504 △290,364 △808,433 △195,265

当 期 利 益 （△ は 損 失） ― ― ― △1,119,229 　―

そ の 他 の 包 括 利 益 ― ― ― ― △999

当 期 包 括 利 益 合 計 ― ― ― △1,119,229 △999

新 株 の 発 行 （新 株 予 約 権 の 行 使） 112,387 111,732 ― ― ―

株 式 報 酬 取 引 ― △23,094 ― ― ―

その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 ― ― ― 13,735 △13,735

所 有 者 と の 取 引 額 合 計 112,387 88,638 ― 13,735 △13,735

当 期 末 残 高 1,308,067 1,297,142 △290,364 △1,913,926 △210,001

区分

親会社の所有者に
帰属する持分

資本合計親会社の所有者
に帰属する
持分合計

当 期 首 残 高 1,110,120 1,110,120

当 期 利 益 （△ は 損 失） △1,119,229 △1,119,229

そ の 他 の 包 括 利 益 △999 △999

当 期 包 括 利 益 合 計 △1,120,229 △1,120,229

新 株 の 発 行 （新 株 予 約 権 の 行 使） 224,120 224,120

株 式 報 酬 取 引 △23,094 △23,094

その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替 ― ―

所 有 者 と の 取 引 額 合 計 201,025 201,025

当 期 末 残 高 190,917 190,917
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連結注記表
　
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
1．連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第1項の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」とい
う。)に準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求めら
れる開示項目の一部を省略しております。

2．連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数 1社

3．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

　
4．会計方針に関する事項
（1）重要な資産及び負債の評価基準及び評価方法
①金融資産
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融資産の契約当事者となった取引日に当初認識しております。
当初認識時において金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除き、公正
価値に金融資産の取得に直接帰属する取引費用を加算した金額で測定しております。純損益を
通じて公正価値で測定する金融資産の取引費用は、純損益に認識しております。また、重大な
金融要素を含まない売上債権等の営業債権及び契約資産は取引価格で当初測定しております。

（ⅱ）分類及び事後測定
当社グループは当初認識時において、保有する金融資産を以下に分類しております。

（a）償却原価で測定する金融資産
金融資産のうち、以下の要件をともに満たす負債性金融資産は、償却原価で測定する金
融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事
業モデルに基づいて保有されている。

・契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払いのみであるキャッシュ・フロ
ーが所定の日に生じる。
償却原価で測定する金融資産の当初認識後の評価は、実効金利法による償却原価により
測定しております。また、実効金利法による償却額及び認識を中止した場合の利得及び
損失は純損益に認識しております。

（b）その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産は、当初認識後、公正価
値の変動額をその他の包括利益として認識しております。
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（c）純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
上記以外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しておりま
す。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の当初認識後の公正価値の変動額は純損益
として認識しております。

（ⅲ）金融資産の減損
当社グループは償却原価で測定される金融資産の減損の認識にあたって、当該金融資産に係
る予想信用損失に対して貸倒引当金を認識しております。
この方法では、期末日ごとに各金融資産に係る信用リスクが当初認識時点から著しく増加し
ているかどうかを評価しており、当初認識時点から信用リスクが著しく増加していない場合に
は、期末日後12ヶ月以内の生じうる債務不履行から生じる予想信用損失（12ヶ月の予想信用
損失）により貸倒引当金の額を算定しています。
一方で、当初認識時点から信用リスクが著しく増加している場合には、当該金融資産の予想
残存期間にわたるすべての生じうる債務不履行から生じる予想信用損失（全期間の予想信用損
失）により貸倒引当金を算定しています。
ただし、重要な金融要素を含んでいない営業債権等については、上記に関わらず、常に全期
間の予想信用損失に等しい金額を貸倒引当金として認識しております。

（ⅳ）認識の中止
金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時点、または、金
融資産から生じるキャッシュ・フローを受取る契約上の権利を譲渡し、リスクと経済的便益の
ほとんどすべてを移転した時点で、金融資産の認識を中止しております。

②金融負債
（ⅰ）当初認識及び測定

当社グループは、金融負債の契約当事者となった取引日に当初認識しております。
当初認識時において償却原価で測定する金融負債は公正価値から直接帰属する取引費用を控
除した金額で測定しております。

（ⅱ）分類及び事後測定
金融負債は、当初認識時に、償却原価で測定する金融負債に分類しております。
償却原価で測定する金融負債の当初認識後の評価は、実効金利法による償却原価で測定して
おります。また、実効金利法による償却額及び認識を中止した場合の利得及び損失は純損益に
認識しております。

（ⅲ）認識の中止
金融負債は、契約上の義務が免責、取消し、失効等により消滅した時点で、認識を中止して
おります。

　
（2）棚卸資産

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い価額で測定しております。取得原価
は、主として先入先出法に基づいて算定されております。
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（3）固定資産の減価償却の方法
土地及び建設仮勘定以外の各資産の減価償却費は、それぞれの見積耐用年数にわたり、定額法で
計上しております。主要な資産項目ごとの見積耐用年数は以下のとおりであります。
・建物附属設備 5年
・車両運搬具 2年
・工具、器具及び備品 4－10年

　
（4）のれん及び無形資産
①のれん
当社グループはのれんを、取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配持分の認識額を含む
譲渡対価の公正価値から、取得日時点における識別可能な取得資産及び引受負債の純認識額を控除
した額として測定しております。
のれんの償却は行わず、毎期または減損の兆候が存在する場合には、その都度、減損テストを実
施しております。
のれんの減損損失は連結損益計算書において認識し、その後の戻し入れは行っておりません。
また、のれんは連結財政状態計算書において、取得原価から減損損失累計額を控除した帳簿価額
で計上されます。

　
②無形資産
無形資産は、当初認識後、耐用年数を確定できない無形資産を除いて、それぞれの見積耐用年数
にわたって定額法で償却されます。主要な無形資産の見積耐用年数は以下のとおりであります。
・ソフトウエア 5年
　

（5）リース
リースは、リース開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しております。
①使用権資産
　使用権資産は取得原価で当初測定しており、取得原価は、リース負債の当初測定の金額、当初直
接コスト、原資産の解体並びに除去及び原状回復コストの当初見積額等で構成されております。
　使用権資産の認識後の測定として、原価モデルを採用しております。使用権資産は、取得原価か
ら減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で、対応する原資産が自社所有であった場合
に表示される連結財政状態計算書上の表示項目に含めて表示しております。
　当初認識後は、原資産の所有権がリース期間の終了時までに移転される場合、または使用権資産
の取得原価が購入オプションを行使することが合理的に確実である場合には、原資産の見積耐用年
数で、合理的に確実でない場合にはリース期間と使用権資産の見積耐用年数のいずれか短い期間に
わたって定額法により減価償却を行っております。

②リース負債
　リース負債は、リース開始日現在で支払われていないリース料をリースの計算利子率を用いて割
り引いた現在価値で当初認識しております。
　なお、リース期間が12か月以内の短期リース及び少額資産のリースについては、リース負債と
使用権資産を認識せず、当該リースに関連したリース料を、リース期間にわたって定額法により純
損益として認識しております。

（6）資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く当社の非金融資産の帳簿価額は、期末日ごとに減損の兆候の
有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合は、当該資産の回収可能価額を見積ってお
ります。のれん及び耐用年数を確定できない、または未だ使用可能でない無形資産については、
回収可能価額を毎第4四半期会計期間中に見積っております。
資産または資産生成単位の回収可能価額は、使用価値と処分費用控除後の公正価値のうちいず
れか大きい方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フロー
は、貨幣の時間的価値及び当該資産の固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に
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割引いております。
減損損失は、資産、資産生成単位または資産生成単位グループの帳簿価額が回収可能価額を超
過する場合に、純損益として認識いたします。
過去に認識したのれん以外の資産の減損損失については、毎期末日において損失の減少または
消滅を示す兆候の有無を判断しております。
減損の戻し入れの兆候があり、回収可能価額の決定に使用した見積りが変化した場合は、減損
損失を戻し入れております。
減損損失の戻し入れ額については、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価
償却費または償却費を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限としております。

（7）引当金
引当金は、過去の事象の結果として、現在の法的または推定的債務を負っており、当該債務を
決済するために経済的資源の流出が生じる可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼でき
る見積りができる場合に認識しております。
貨幣の時間価値が重要な場合には、決済のために要すると見積られた支出額の現在価値で測定
しております。現在価値の算定には、貨幣の時間価値の現在の市場評価とその負債に固有のリス
クを反映した税引前の割引率を用いております。

（8）収益
IFRS第15号に従い、以下のステップを通じて収益を認識しております。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ5：履行義務の充足時に(または充足するにつれて)収益を認識する。

当社グループは、『暮らしのお困りごと』事業を行っており、主な収益認識基準等は次のとお
りであります。

『暮らしのお困りごと』事業においては、主にバーティカルメディアサイト及び総合プラッ
トフォームサイトを通じて暮らしのお困りごとに関する加盟店とユーザーのマッチングサービ
ス等を実施しております。加盟店より規定のフォーマットにてサービス提供完了の報告を受け
た時点、または加盟店へマッチングしたユーザーの紹介をした時点に履行義務を充足したと判
断し、同時点で収益を認識しております。

5．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

― 13 ―

　



（会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、
翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであ
ります。

非金融資産の減損
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
減損損失(注) 918,894千円
有形固定資産、使用権資産及び無形資産 569,136千円
(注)連結損益計算書の「その他の費用」に含まれております。

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 4．会計方針に関する事項

（6）資産の減損」に記載の通り、毎第4四半期会計期間中又は減損の兆候がある場合に減損テス
トを実施し、該当する場合は回収可能価額まで減損損失を計上しております。
減損テストにおける回収可能価額の算定においては、将来キャッシュ・フロー、割引率等につ
いて、一定の仮定を設定しております。これらの仮定は、経営者の最善の見積りと判断により決
定しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果により影響を受ける可能性があり、見
直しが必要となった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影
響を与える可能性があります。

（連結財政状態計算書に関する注記）
1．資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権及びその他の債権 2,632千円
その他の非流動資産 13,531千円

　
2．有形固定資産の減価償却累計額 79,982千円
使用権資産の減価償却累計額 834,894千円
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（連結持分変動計算書に関する注記）
1．発行済株式に関する事項
　

当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 21,258,800 560,000 ― 21,818,800
（注）普通株式の増加560,000株は、新株予約権の権利行使によるものであります。

2．自己株式に関する事項
株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末
普通株式(株) 219,592 ― ― 219,592

3．新株予約権等に関する事項
当連結会計年度末における当社から発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数

区分 内訳 目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高

当連結会計
年度期首 増加 減少

当連結会計
年度末株式
数

(千円)

当社

第4回新株予約権
(注)1 普通株式 213,300 ― ― 213,300 24,075

第6回新株予約権
(注)1･2 普通株式 1,914,000 ― 1,914,000 ― ―

第8回新株予約権
(注)1･2 普通株式 301,800 ― 301,800 ― ―

第9回新株予約権
(注)1･2 普通株式 183,400 ― 183,400 ― ―

第10回新株予約権
(注)1･3 普通株式 560,000 ― 560,000 ― ―

第11回新株予約権
(注)1･4 普通株式 1,527,000 ― ― 1,527,000 ―

第12回新株予約権
(注)1･4 普通株式 873,000 ― ― 873,000 ―

合計 5,572,500 ― 2,959,200 2,613,300 24,075
（注）1．2018年8月6日付で1株につき3株の割合で株式分割を行っております。

2．当社の第6回、8回、9回新株予約権の減少は、権利失効によるものであります。
3．当社の第10回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
4．当社の第11回、第12回新株予約権については、権利行使期間が到来しておりません。

　
4．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）資本管理

当社グループは、企業価値の継続的な向上のために、既存事業の競争力の確保のみならず、新規
事業の創出に取り組み、中長期の持続的な利益成長を実現するよう努めております。その資金につ
いては自己資金、銀行借入及び社債発行によって調達する方針であります。

（2）財務リスク管理
当社グループは、事業活動を行う過程において、様々なリスク(信用リスク、流動性リスク、市
場リスク)に晒されております。当該財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行っており
ます。リスク発生要因の根本からの発生を防止し、回避できないリスクについてはその低減を図る
ようにしております。
（ア）信用リスク管理

信用リスクとは、顧客または金融商品の取引相手が契約上の義務を果たすことができなか
った場合に当社グループが負う財務上の損失リスクです。
現金及び現金同等物については、その取引先が信用力の高い金融機関のみであることか
ら、信用リスクは限定的であります。
営業債権等は顧客等の信用リスクに晒されております。当該リスクに対応するために、管
理部と営業取引部署とが主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとの期日
管理及び残高管理を行うとともに、取引先から前受金を取得する等の措置を講じることによ
って保全措置を図っております。なお、当社グループの債権には、特定の取引先または取引
先グループに対する信用リスクの著しい集中はありません。

（イ）流動性リスク管理
流動性リスクとは、当社グループが現金またはその他の金融資産により決済する金融負債
に関連する債務を履行する際に、困難に直面するリスクのことであります。当社グループ
は、銀行借入及び社債発行による資金調達を行っているため、支払義務を履行できなくなる
流動性リスクに晒されております。そのため、管理部が適時に資金繰り表を作成・更新する
ことにより流動性リスクを管理しております。

（ウ）市場リスク管理
市場リスクとは、利子率、株価及び外国為替レート等の市場価格の変動に関するリスクで
あり、当社グループの収益またはその保有する金融商品の価値に影響を及ぼすものでありま
す。市場リスク管理の目的は、リターンを最大限にすると同時に、市場リスク・エクスポー
ジャーを許容範囲内で管理しコントロールすることであります。

（エ）金利リスク管理
当社グループは、事業の拡充や投資に必要な資金調達(主に銀行借入及び社債発行)をする
ことに伴い発生する利息を支払っておりますが、変動金利での借入を行っている場合には、
市場金利の変動による将来キャッシュ・フローの変動リスクに晒されております。また、固
定金利での借入を行っている場合には、市場金利の変動による公正価値の変動リスクに晒さ
れております。
そのため、金利市場をモニタリングすることにより金利リスクを管理しております。

（オ）株価リスク管理
当社グループは、資本性金融商品から生じる株価の変動リスクに晒されております。
当該リスクに関しては、定期的に時価や発行体の財政状況等を勘案して保有状況を見直し
ております。
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（カ）為替リスク管理
為替リスクは、当社グループの機能通貨以外の通貨による取引から生じます。当社グルー
プにおいて、機能通貨以外の通貨による営業債権・営業債務が一部存在しますが、その取引
高は多額ではないため、為替の変動リスクは僅少であります。

2．金融商品の公正価値等に関する事項
当連結会計年度末における金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりであります。
なお、連結財政状態計算書上において公正価値で測定する金融商品及び公正価値と帳簿価額がほ
ぼ同額の金融商品は、次の表に含めておりません。

(単位：千円)

科目 帳簿価額 公正価値 差額

差入保証金 260,986 261,166 179

借入金及び社債 1,981,119 1,988,674 7,554
　
（公正価値の算定方法）
・差入保証金の公正価値については、その将来キャッシュ・フローを市場金利等で割引いた現在価値
により算定しております。
・固定金利による借入金及び社債は、将来キャッシュ・フローを同様の新規借入や社債発行を行った
場合に想定される利率で割引いて測定しております。変動金利による借入金は、短期間で市場金利
を反映し、また信用状態は実行後大きく異なっていないため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額によって測定しております。なお、短期借入金は、短期間で決済されるた
め、公正価値は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によって測定しております。

（1株当たり情報に関する注記）
1株当たり親会社所有者帰属持分 7.72円

基本的1株当たり当期損失 51.83円

（金額の表示）
記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書
　

（2020
2021

年
年
10
9
月
月
1
30
日から
日まで）

(単位：千円)
　

区分

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
資本準備金 資本剰余金

合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越
利益剰余金

当 期 首 残 高 1,195,679 1,160,679 1,160,679 △1,183,809 △1,183,809 △290,364

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 112,387 112,387 112,387 ― ― ―

当 期 純 損 失 ― ― ― △927,574 △927,574 ―

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) ― ― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 112,387 112,387 112,387 △927,574 △927,574 ―

当 期 末 残 高 1,308,067 1,273,067 1,273,067 △2,111,384 △2,111,384 △290,364

区分

株主資本

新株
予約権

純資産
合計株主資本

合計

当 期 首 残 高 882,184 23,982 906,167

当 期 変 動 額

新株の発行(新株予約権の行使) 224,775 ― 224,775

当 期 純 損 失 △927,574 ― △927,574

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) ― △18,366 △18,366

当 期 変 動 額 合 計 △702,799 △18,366 △721,165

当 期 末 残 高 179,385 5,616 185,001
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個別注記表
　
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、
売却原価は、移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法

　
（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品
先入先出法による原価法

　
2．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び
2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 5 年
車両運搬具 2 年
工具、器具及び備品 4～10年

　
（2）無形固定資産

定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。

　
3．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　
（2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。

4．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更に関する注記）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号2020年３月31日）を当事業
年度から適用し、個別注記表に（重要な会計上の見積り）を記載しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度
に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。なお、会計上
も見積りの内容に関する理解に資する情報については、連結注記表における注記事項と同一である
ため、記載を省略しております。

固定資産の減損
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額
減損損失 700,000千円
有形固定資産及び無形固定資産 267,653千円

（貸借対照表に関する注記）
1．資産に係る減価償却累計額は、次のとおりであります。

有形固定資産の減価償却累計額 79,982千円
　
2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。

該当事項はありません。

（損益計算書に関する注記）
該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
　自己株式に関する事項
当事業年度末における自己株式の種類及び数

普通株式 219,592株
　

― 20 ―

　



（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

　

繰延税金資産
賞与引当金 15,562千円
資産除去債務 21,420千円
繰越欠損金 776,444千円
減損損失 214,200千円
投資有価証券評価損 82,643千円
その他 60,170千円

繰延税金資産小計 1,170,440千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引
当額 △776,444千円
将来減算一時差異等の合計に係る評
価性引当額 △378,392千円

評価性引当額小計 △1,154,836千円
繰延税金資産計 15,604千円
繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用 5,105千円
企業結合により識別された無形資産 6,112千円

繰延税金負債計 11,217千円
繰延税金資産純額 4,386千円

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（1株当たり情報に関する注記）
1株当たり純資産額 8円57銭
1株当たり当期純損失 42円95銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2021年11月25日

シェアリングテクノロジー株式会社
取 締 役 会 御 中

有限責任 あずさ監査法人
名 古 屋 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 新 家 德 子

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 加 藤 浩 幸

監査意見
当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、シェアリングテクノロジー株式会社の２０２０年１０
月１日から２０２１年９月３０日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益
計算書、連結持分変動計算書、及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、会社計算規則第１２０条第１項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省
略して作成された上記の連結計算書類が、シェアリングテクノロジー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の
当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に
おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその
他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めてい
る会社計算規則第１２０条第１項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規
則第１２０条第１項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門
家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連
結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でな
い場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成すること
を認めている会社計算規則第１２０条第１項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を
含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監
査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガ
ードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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